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国家公務員 50.9万人 5兆944億円 

 国の行政機関 30万人 3兆122億円 

 自衛官、国会、裁判所等 27.9万人 2兆822億円 

地方公務員 234万人 21兆円 

公的部門合計 291.9万人 26.9兆円 
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The concept of working across jurisdictions has become 
increasingly important in public administration and 
management theory and practice, reflecting the increased 
complexity and fragmentation that New Public Management 
(NPM) reforms brought (Christensen and Lægreid 2010, 
Halligan 2010). The need for more coordination has become 
a focal issue. A commonly held notion is that working 
across organizational, jurisdictional and 
political/administrative boundaries will enable more 
efficient and/or effective policy development and 
implementation and service delivery. 



https://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/webgis/index.html 





NPMと地方分権があわさるとどうなるか 
 
↓ 

 
包括補助金とKPI 

（事前規制から事後規制へ） 
 
 

日本は？ 



自治行政権、自治立法権を妨げる法令によらない規律 
 
 

たとえば、 

 
 

農家民泊 
 

保育所と幼稚園の一元化 
 

無料職業紹介 
 

公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送 
 

関西３空港 



ＮＰＭと地方分権 

事例） 農家民宿における簡易な消防用設備等の容認事業 
 

特例措置の内容）一定の条件を満たせば、誘導灯、誘導標
式、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなくてもよ
い。 
 



ＮＰＭと地方分権 

事例） 農家民宿における簡易な消防用設備等の容認事業 
 

特例措置の内容）一定の条件を満たせば、誘導灯、誘導標
式、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなくてもよ
い。 
 
消防法施行令第32条） この節の規定は、消防用設備等に
ついて、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造
又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用
設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそ
れが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限
度に止めることができると認めるときにおいては、適用しな
い。 
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公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送 
 

道路運送法 
 

 
（法第七十九条の四第一項第五号の合意していないとき） 

第五十一条の七 法第七十九条の四第一項第五号の合意していないときとは、市町村運営
有償運送にあつては法第七十九条の二の規定による登録の申請に係る当該運送について地
域公共交通会議又は協議会において、公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送にあつて
は同条の規定による登録の申請に係る当該運送について運営協議会（地域住民の生活に必
要な旅客輸送を確保するために必要な公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送に関する
協議を行うために一又は複数の市町村長又は都道府県知事が主宰する協議会をいう。以下
同じ。）において協議が調つていないときとする。 
（運営協議会の構成員等） 
第五十一条の八 運営協議会は、次に掲げる者により構成するものとする。 
一 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長 
二 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体 
三 住民又は旅客 
四 地方運輸局長 
五 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

六 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に公共
交通空白地有償運送又は福祉有償運送を行つている特定非営利活動法人等 
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https://notteco.jp/ 






